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タクシー運賃改定に伴う運転者の労働条件の改善状況 

この度、タクシー運賃改定を行った地区おける運賃改定実施後６ヶ月と前年同月を比較した全運転者に係る運転者１人平均時間あたり 

賃金の支給率の変動状況について下記の通り公表いたします。 

 

札幌 D 地区（空知地区）  運賃改定日令和 5 年 10 月 25 日  改定率 10.50%         

函館Ａ地区（函館都市部）  運賃改定日令和 5 年 8 月 10 日 改定率 10.35%    函館 B 地区（函館郡部）  令和 5 年 10 月 25 日   11.74%         

釧路 A 地区（釧路都市部） 運賃改定日令和 5 年 9 月 14 日  改定率 12.43%    釧路 B 地区（釧路郡部）   令和 5 年 9 月 25 日   16.25% 

 

◎ タクシー運賃改定に伴い、全地区で 2～17％台の幅で運転者 1 人当たりの賃金支給率が改善されました。 


